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○
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

こ
の
法
律
で
「
開
発
保
全
航
路
」
と
は
、
港
湾
区
域
及
び
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
の
河
川
区
域
（
以
下
単

に
「
河
川
区
域
」
と
い
う
。
）
以
外
の
水
域
に
お
け
る
船
舶
の
交
通
を
確
保
す
る
た
め
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
工
事
を
必
要
と
す
る
航
路
を
い
い
、
そ
の
構
造
の
保
全

並
び
に
船
舶
の
航
行
の
安
全
及
び
待
避
の
た
め
必
要
な
施
設
を
含
む
も
の
と
し
、
そ
の
区
域
は
、
政
令
で
定
め
る
。

９
・

（
略
）

10
（
港
湾
区
域
内
の
工
事
等
の
許
可
）

第
三
十
七
条

港
湾
区
域
内
に
お
い
て
又
は
港
湾
区
域
に
隣
接
す
る
地
域
で
あ
つ
て
港
湾
管
理
者
が
指
定
す
る
区
域
（
以
下
「
港
湾
隣
接
地
域
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
、

左
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
港
湾
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号

）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
受
け
た
者
が
免
許
に
係
る
水
域
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

港
湾
区
域
内
の
水
域
（
政
令
で
定
め
る
そ
の
上
空
及
び
水
底
の
区
域
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
公
共
空
地
の
占
用

二

港
湾
区
域
内
の
水
域
又
は
公
共
空
地
に
お
け
る
土
砂
の
採
取

三

水
域
施
設
、
外
郭
施
設
、
係
留
施
設
、
運
河
、
用
水
き
よ
又
は
排
水
き
よ
の
建
設
又
は
改
良
（
第
一
号
の
占
用
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
港
湾
の
開
発
、
利
用
又
は
保
全
に
著
し
く
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
政
令
で
定
め
る
行
為

２

（
略
）

３

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
、
第
一
項
の
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項
中
「
港
湾
管
理
者
の
許
可
を
受
け
」
と
あ
る
の
は
「
港
湾
管
理
者
と
協
議
し
」
と
、

前
項
中
「
許
可
を
し
」
と
あ
る
の
は
「
協
議
に
応
じ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
～
６

（
略
）

第
六
章

開
発
保
全
航
路

（
開
発
及
び
保
全
）

第
四
十
三
条
の
六

開
発
保
全
航
路
の
開
発
及
び
保
全
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
行
な
う
。

第
四
十
三
条
の
七

第
五
十
五
条
の
二
、
第
五
十
五
条
の
四
及
び
第
五
十
五
条
の
五
の
規
定
は
、
開
発
保
全
航
路
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
禁
止
行
為
等
）
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第
四
十
三
条
の
八

何
人
も
、
開
発
保
全
航
路
内
に
お
い
て
、
み
だ
り
に
、
船
舶
、
土
石
そ
の
他
の
物
件
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
捨
て
、
又
は
放
置
し
て
は
な

ら
な
い
。

２

開
発
保
全
航
路
内
に
お
い
て
、
水
域
を
工
作
物
の
設
置
等
に
よ
り
占
用
し
、
又
は
土
砂
を
採
取
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
行
為
が
船
舶
の
交
通
に
支
障
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
そ
の
他
開
発
保
全
航
路
の
開
発
又
は
保
全
に
著
し
く
支
障
を
与
え
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
費
用
の
負
担
）

第
四
十
三
条
の
九

開
発
保
全
航
路
の
開
発
及
び
保
全
に
要
す
る
費
用
は
、
次
項
及
び
次
条
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
国
が
負
担
す
る
。

２

第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
は
、
開
発
保
全
航
路
に
関
す
る
工
事
の
費
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
金
の
徴
収
を
受
け
る
者
の
範
囲
及
び
そ
の
徴
収
方
法
は
、
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

（
事
業
者
の
申
請
に
よ
る
工
事
の
施
行
）

第
四
十
三
条
の
十

企
業
合
理
化
促
進
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
五
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
開
発
保
全
航
路
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
開
発
保
全
航
路
内
の
物
件
の
使
用
等
）

第
五
十
五
条
の
三
の
三

国
土
交
通
大
臣
は
、
非
常
災
害
が
発
生
し
、
船
舶
の
交
通
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
緊
急
輸
送
の
用
に
供
す
る
船
舶
の
交
通
を
確

保
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
開
発
保
全
航
路
の
区
域
の
う
ち
、
非
常
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
船
舶
の
交
通
を
確
保
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ

る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
た
区
域
内
に
お
い
て
、
船
舶
、
船
舶
用
品
そ
の
他
の
物
件
を
使
用
し
、
収
用
し
、
又
は
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
緊
急
確
保
航
路
内
の
禁
止
行
為
等
）

第
五
十
五
条
の
三
の
四

何
人
も
、
緊
急
確
保
航
路
（
非
常
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
港
湾
区
域
、
開
発
保
全
航
路
及
び
河
川
区
域
以
外
の
水
域
に
お
け
る
船
舶

の
交
通
を
緊
急
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
そ
の
区
域
を
定
め
た
航
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
お
い
て
、
み
だ
り
に
、
船
舶
、
土
石
そ
の
他
の

物
件
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
捨
て
、
又
は
放
置
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

緊
急
確
保
航
路
内
に
お
い
て
、
水
域
を
工
作
物
の
設
置
等
に
よ
り
占
用
し
、
又
は
土
砂
を
採
取
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
行
為
が
非
常
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
船
舶
の
交
通
に
支
障
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
又
は
非
常
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
沈
没
物
そ
の
他
の
物
件
の
除
去
に
著
し
く
支
障
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
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４

第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
非
常
災
害
が
発
生
し
、
船
舶
の
交
通
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
緊
急
輸
送
の
用
に
供
す
る
船
舶
の
交
通
を
確
保
す
る
た
め
や
む
を

得
な
い
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
緊
急
確
保
航
路
内
に
お
い
て
、
船
舶
、
船
舶
用
品
そ
の
他
の
物
件
を
使
用
し
、
収
用
し
、
又
は
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
強
制
徴
収
）

第
五
十
六
条
の
六

第
四
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
（
国
土
交
通
大
臣
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
四
十
三
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四

十
三
条
の
二
、
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
、
第
四
十
三
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
企
業
合
理
化
促
進
法
第

八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
港
湾
工
事
に
係
る
処
分
又
は
第
五
十
六
条
の
四
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
（
国
土
交
通
大
臣

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
納
付
す
べ
き
負
担
金
を
そ
の
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
い
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
督
促
状
に
よ
つ
て
納
付

す
べ
き
期
限
を
指
定
し
て
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
督
促
状
に
よ
り
指
定
す
べ
き
期
限
は
、
督
促
状
を
発
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
以

上
経
過
し
た
日
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
延
滞
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
延
滞
金
は
、
年
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
額
を
こ
え
な
い
範
囲
内
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
受
け
た
者
が
そ
の
指
定
の
期
限
ま
で
に
そ
の
納
付
す
べ
き
金
額
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に

よ
り
第
一
項
の
負
担
金
及
び
前
項
の
延
滞
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
負
担
金
及
び
延
滞
金
の
先
取
特
権
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の

と
す
る
。

４

延
滞
金
は
、
負
担
金
に
先
だ
つ
も
の
と
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
六
十
条
の
三

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
政
令
又
は
国
土
交
通
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
政
令
又
は
国
土
交
通
省
令
で
、
そ

の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
職
権
の
委
任
）

第
六
十
条
の
四

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
の
一
部
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

○
企
業
合
理
化
促
進
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
五
号
）
（
抄
）

第
八
条

事
業
者
は
、
主
務
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
企
業
の
合
理
化
に
資
す
る
た
め
必
要
な
道
路
、
港
湾
施
設
又
は
漁
港
施
設
の
建
設
、
改
良
、
維
持
又
は
復
旧

を
道
路
、
港
湾
又
は
漁
港
の
管
理
者
に
対
し
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

道
路
、
港
湾
又
は
漁
港
の
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
道
路
法

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
又
は
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
工
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
事
業
者
に
そ
の
受
益
の
限
度
に
お
い
て
工
事
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

４

国
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
を
道
路
法
、
港
湾
法
若
し
く
は
北
海
道
開
発
の
た
め
に
す
る
港
湾
工
事
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
、
漁
港
漁
場
整
備
法
又
は
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
事

業
者
に
そ
の
受
益
の
限
度
に
お
い
て
そ
の
工
事
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
（
抄
）

（
開
発
保
全
航
路
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
開
発
保
全
航
路
の
区
域
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
職
権
の
委
任
）

第
二
十
二
条

次
に
掲
げ
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
は
、
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
六
章
及
び
第
五
十
六
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
（
企
業
合
理
化
促
進
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
五
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

く
港
湾
工
事
に
係
る
処
分
に
よ
り
納
付
す
べ
き
負
担
金
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

二

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
（
同
項
の
港
湾
施
設
に
つ
い
て
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
に
関
す
る
事
務
を
国
土
交
通
大
臣
が
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局

長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）

三

法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
（
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
関
す
る
事
務
を
国
土
交
通
大
臣
が
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）

四

第
十
七
条
の
四
第
一
項
本
文
、
第
十
七
条
の
五
、
第
十
七
条
の
六
本
文
及
び
第
十
七
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権

２

（
略
）


